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一
、
は
じ
め
に

近
年
、
河
北
省
平
山
縣
よ
り
出
土
し
た
戦
國
中
山
國
翡
係
の
文
物
は
様
々

な
意
味
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
銅
器
類
に
は
今
ま
で
に

な
い
多
敷
の
文
字
を
有
す
る
銘
が
刻
さ
れ
て
お
り
、
中
山
王
僻
方
壺
（
以

下
「
方
壺
」
と
呼
ぶ
）
の
四
五
〇
字
、
中
山
王
得
鼎
（
以
下
「
大
鼎
」
と

呼
ぶ
）
の
四
六
〇
字
、
中
山
王
胤
嗣
舒
蛍
壺
（
以
下
「
圃
壺
」
と
呼
ぶ
）

の
二

0
四
字
を
始
め
と
し
て
、
そ
の
他
の
器
物
の
も
の
も
あ
わ
せ
て
二
四

五
〇
餘
字
が
見
ら
れ
る
（
注
1
)
。
こ
の
三
器
は
、
羅
福
願
氏
の
推
定
に

よ
れ
ば
、
前
三
一

0
年
前
後
の
作
成
と
さ
れ
る
の
で
（
注
2
)
、
ま
さ
に

戦
國
中
期
の
文
字
資
料
と
し
て
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
ば
か
り
で
は

な
く
、
列
國
金
文
末
期
の
資
料
と
し
て
、
秦
漠
の
木
竹
簡
資
料
や
文
献
資

料
と
の
聯
接
と
も
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
銘
文
の
「
語
百
文
字
的
特
貼
及
其
意
義
」
に
つ
い
て
孫
稚
雛
氏
は
、

次
の
四
貼
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
3
)
。

0

「
哉
」
「
焉
」
な
ど
の
虚
詞
が
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

偏
労
を
増
加
し
て
詞
義
を
隔
別
し
て
い
る
こ
と
。

重
文
符
琥
や
合
文
以
外
に
、
「
二
」
「
口
」
「
曰
」
が
義
と
閥
係
な

く
装
飾
的
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四
大
駄
の
異
憫
字
が
出
現
す
る
こ
と
。

今
、
本
稿
が
問
題
と
す
る
の
は
、
⇔
の
特
徴
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
づ

孫
氏
の
簡
単
な
説
明
を
紹
介
し
、
更
に
そ
の
「
増
加
偏
労
」
の
意
味
を
考

え
て
み
た
い
。

二、孫
氏
は
、
「
亡
不
率
仁
」
（
訓
1
)

（
大
鼎
）
・
「
亡
不
順
道
」
（
訓

2
)

（
大
鼎
）
。
「
及
三
世
亡
不
若
」
（
訓
3
)

（
大
鼎
）
の
「
亡
」
と
、

「
邦
迄
身
死
」
（
訓
4
)

（
大
鼎
）
の
「
辿
」
や
、
「
佳
宜
可
級
」
（
訓

5
)

（
方
壺
）
の
「
級
」
と
、
「
娠
為
人
宗
」
（
訓
6
)

（
大
鼎
）
・

「
事
小
子
如
娠
」
（
訓
7
)

（
同
上
）
・
「
梱
娠
於
會
同
」
（
訓
8
)

白 ⇔ 

ー
中
山
王
諸
器
銘
文
を
中
心
と
し
て
ー

大

川

俊

隆

文
字
痰
展
過
程
に
お
け
る
偏
労
添
加
字
の
位
置

(l) 
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（
方
壺
）
の
「
娠
」
、
更
に
「
古
之
聖
王
」
（
訓
9
)
（
方
壺
）
の
「
古
」

と
、
「
廊
括
君
子
循
」
（
訓
10)

（
方
壺
）
・
「
脂
僻
盈
敬
」
（
訓
11)

（
同
上
）
の
「
脂
」
の
三
例
を
、
⇔
の
例
と
し
て
堺
げ
る
が
、
そ
の
意
味

に
つ
い
て
は
次
の
様
に
簡
箪
に
述
べ
る
に
す
ぎ
な
い
。

増
加
偏
労
使
文
字
在
記
録
語
言
的
時
候
、
更
加
準
確
了
、
這
是
一
方

面
、
月
一
方
面
、
有
些
字
増
加
了
一
些
看
不
出
有
甚
磨
意
義
的
偏
労
或

符
琥
、
我
何
要
認
員
辮
認
、
具
憫
分
析
‘
才
能
把
具
有
某
種
特
定
意
義

的
附
加
符
琥
和
起
装
飾
作
用
的
偏
労
靡
別
開
来
、
従
而
正
確
地
繹
韻
這

些
文
字
。

偏
労
を
増
加
し
た
文
字
に
、
正
確
さ
を
加
え
る
も
の
と
、
装
飾
作
用
の

た
め
の
み
の
も
の
の
二
種
が
あ
る
と
い
う
の
み
で
、
個
労
を
増
加
ー
本
稿

は
以
下
「
添
加
」
を
使
う
ー
し
て
、
意
味
を
附
典
す
る
造
字
法
が
、
文
字

結
構
上
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
、
更
に
、
文
字
痰
展
過
程
の
中
で
い

か
な
る
位
置
を
占
め
る
も
の
な
の
か
を
問
う
姿
勢
は
、
右
の
説
明
に
は
な

い
。
本
稿
で
は
、
こ
の
「
偏
労
添
加
」
の
意
味
を
、
中
山
王
諸
器
の
個
々

の
例
を
検
討
す
る
中
で
、
問
う
て
い
き
た
い
。

⇔
亡
と
迄
（
注
4
)

先
に
畢
げ
た
文
例
か
ら
判
断
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
山
王
器
に
お
い
て
、

亡
は
「
無
」
の
義
、
迄
は
「
滅
亡
」
の
義
で
あ
る
。
雨
者
の
義
は
近
い
け

れ
ど
も
、
そ
の
違
い
も
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
雨
義
の
違
い
を
、
「
足
」

の
添
加
で
幅
別
し
よ
う
と
し
た
銘
文
の
意
岡
は
明
ら
か
で
あ
る
。
亡
は
、

ト
文
•
金
文
で
も
「
無
」
の
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
も
と
は
、
屍
憫

の
屈
す
る
形
の
象
形
字
と
い
わ
れ
（
注
5
)
、
如
し
そ
う
と
す
れ
ば
、

「
滅
亡
」
の
方
が
原
義
に
近
い
。
従
っ
て
、
卜
文
•
金
文
で
「
無
」
の
義

で
用
い
ら
れ
る
の
は
、
引
伸
、
或
は
候
借
の
用
法
で
あ
る
。
一
方
、
迄
の

方
は
、
卜
文
•
金
文
に
現
わ
れ
ず
、
中
山
王
器
が
初
出
で
あ
る
が
、
亡
の

原
義
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
亡
が
も
っ
ば
ら
、
「
無
」
の
義

で
用
い
ら
れ
た
の
で
、
「
無
」
の
義
の
字
と
字
形
的
に
も
屈
別
す
る
た
め
、

原
義
の
字
の
方
に
「
足
」
が
添
加
さ
れ
、
辿
が
造
字
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ

る
。
こ
の
添
加
さ
れ
た
「
足
」
の
義
は
、
迄
の
「
滅
亡
」
の
義
か
ら
推
測

す
る
に
、
「
状
態
・
結
果
を
動
態
化
さ
せ
る
」
作
用
を
担
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
後
世
の
形
磐
字
の
形
符
「
足
」
の
義
に
比
較
的
近
い
（
注
6
)
。

し
か
し
こ
の
こ
と
を
以
っ
て
、
迄
を
形
磐
字
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

形
磐
字
は
形
符
（
偏
労
）
と
啓
符
の
結
合
を
原
則
と
す
る
造
字
法
で
あ
り
、

迄
の
「
亡
」
は
み
て
き
た
よ
う
に
磐
符
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

更
に
こ
の
迄
の
結
構
は
一
般
的
な
會
意
字
（
注
7
)
と
も
逼
別
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
後
世
、
足
部
に
統
燭
さ
れ
る
「
追
」
（
注
8
)
に
つ
い
て
み

て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
卜
文
で
は
止
に
従
い
（
卜
文
•
金
文
で
は
し
ば
し

ば
止
・
イ
・
足
は
互
用
さ
れ
る
）
、
「
癸
未
卜
宕
貞
、
衷
畢
往
追
兒
」

（
訓
1
2
)
（
前
五
・
ニ
七
•
1

)

と
か
「
受
其
追
方
衷
：
．
」
（
訓
13)

（
京
四
三
九
一
）
な
ど
と
用
い
ら
れ
、
「
軍
旅
の
追
伐
」
の
義
で
あ
る
。

金
文
で
は
こ
の
字
は
全
て
、
足
に
従
い
、
「
王
命
我
羞
追
子
西
」
（
訓
14)

（
不
期
殴
）
な
ど
と
用
い
ら
れ
、
義
は
卜
文
に
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
足
が
な
い
「
自
」
は
賑
肉
の
象
形
で
あ
る
ら
し
く
、
後
の
「
師
」
の

初
文
で
あ
り
、
卜
文
•
金
文
に
お
い
て
、
こ
の
字
は
追
と
互
用
さ
れ
る
こ

(2) 
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と
が
な
い
。
つ
ま
り
、
追
は
、
そ
の
賑
肉
を
道
路
上
に
置
く
こ
と
を
、
自

と
足
の
組
み
合
せ
で
表
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
追
伐
」
の
義
も
こ
こ
か

ら
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
追
に
お
け
る
自
と
足

の
陳
係
は
、
決
し
て
自
に
も
と
も
と
「
追
伐
」
の
義
が
あ
り
、
そ
の
義
を

確
定
。
強
化
す
る
た
め
に
足
が
添
加
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
自
と
足
を
組

合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
義
を
生
ぜ
し
め
た
會
意
字
の
結
構
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
自
と
追
は
音
義
と
も
に
異
な
る
全
く
の
別
字
で
あ
る
（
偏
労
添

加
字
の
場
合
は
、
元
字
と
添
加
さ
れ
た
字
と
は
基
本
的
に
同
音
・
近
磐
と

な
る
は
ず
で
あ
る
）
。

こ
の
よ
う
に
、
後
代
同
じ
足
部
に
統
燭
さ
れ
る
字
で
も
、
字
の
成
立
時

黙
か
ら
會
意
の
一
結
構
素
と
し
て
、
足
を
有
す
る
も
の
と
、
初
字
に
引
伸

が
生
じ
、
そ
の
引
伸
義
を
確
定
・
謳
別
す
る
た
め
に
偏
労
が
添
加
さ
れ
た

字
と
を
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
個
々
の
字
の

用
例
の
中
で
の
形
音
義
の
糊
合
的
な
考
察
の
中
で
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

、。し
私
見
で
は
、
卜
文
に
お
い
て
は
、
そ
の
複
憫
字
の
多
く
は
、
偏
芳
添
加

字
で
は
な
く
、
會
意
字
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
古
来
、
指
事

と
會
意
の
界
限
を
ど
の
よ
う
に
引
く
の
か
で
論
争
が
あ
る
よ
う
に
（
注
9
)
、

會
意
の
造
字
原
理
が
象
形
・
指
事
と
極
め
て
似
て
い
る
こ
と
、
象
形
の
造

字
原
理
の
延
長
に
會
意
の
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。こ
の
偏
労
添
加
の
造
字
原
理
は
、
象
形
・
會
意
の
そ
れ
と
比
べ
て
後
起

の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
原
理
も
質
的
に
高
い
も
の
で
あ
る
。

偏
労
添
加
字
の
個
労
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
足
以
外
に
も
多
く
存
在

す
る
が
、
足
の
添
加
字
が
最
も
早
く
痰
生
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
卜
文

の
足
に
従
う
字
は
、
ほ
と
ん
ど
が
會
意
字
と
思
わ
れ
る
が
、
偏
労
添
加
字

と
し
て
、
今
の
と
こ
ろ
「
造
」
が
確
定
で
き
る
。

ト
文
に
お
い
て
、
蒋
が

I
i
v
期
を
通
し
て
用
い
ら
れ
る
の
に
到
し
て
、

蒋
ほ

m期
以
降
に
し
か
現
わ
れ
ず
、
従
っ
て
逃
は
後
出
の
も
の
と
で
き
る
。

更
に
、
蒋
に
は
、
「
蒋
方
」
（
訓
15)

「
背
ぷ
」
（
訓

16)
な
ど
征
旅
に

剥
す
る
も
の
や
、
「
蒋
癸
示
祭
」
（
訓
17)

（
前
一
、
二
、
六
）
な
ど
の

祭
祀
に
隙
す
る
も
の
、
及
び
「
蒋
風
」
（
訓

18)

「
蒋
雨
」
（
訓
19)
な

ど
の
天
候
に
剥
す
る
も
の
の
用
例
が
あ
る
が
、
そ
の
い
づ
れ
に
お
い
て
も
、

逃
が
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
雨
字
は
同
義
の
同
字
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
、
結
果
、
蒋
が
造
の
略
形
で
あ
る
か
、
逃
が
蒋
に
偏
労

（
或
い
は
ノ
イ
・
止
）
の
添
加
さ
れ
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

が
、
逃
の
後
出
性
か
ら
み
て
や
は
り
後
者
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
卜
文
に

お
け
る
、
蒋
と
逍
の
完
全
な
互
換
性
、
即
ち
、
欝
が
あ
る
特
定
の
義
の
場

合
に
の
み
添
加
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
先
に
欅
げ
た
蒋
の
三
義
の
い
づ
れ

の
場
合
に
も
添
加
さ
れ
て
い
る
の
は
や
や
問
題
を
残
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
私
見
で
は
、
附
字
が
完
全
な
同
一
字
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お

り
、
後
代
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
偏
労
添
加
に
よ
っ
て
別
字
を
創
出
す
る

意
識
が
い
ま
だ
な
く
、
添
加
に
よ
っ
て
義
を
補
強
す
る
程
度
の
音
心
識
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
、
偏
労
添
加
字
と
し
て

の
初
期
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
な
「
足
」
の
個
労
添
加
字
は
、
西
周
期
よ
り
列
闊
期

C 3) 



54 

に
か
け
て
確
実
に
増
加
す
る
。
今
確
定
で
き
る
も
の
で
も
次
の
様
な
諸
字

が
み
ら
れ
る
。

返
「
返
口
郡
自
歎
土
」
（
訓
20)

（
大
孟
鼎
）

遣
「
遣
自
登
自
」
（
訓
21)

（
小
臣
謎
毀
）

逹
「
易
自
逹
征
自
五
銅
貝
」
（
訓
22)

（
右
同
）

邁
「
其
邁
年
永
賓
用
」
（
訓
23)

（
叔
向
父
毀
）

遊
「
威
儀
遊
遊
」
（
訓
24)

（
察
戻
鑓
盤
）

こ
れ
ら
の
字
は
、
初
形
、
巫
こ
首
・
率
．
萬
•
椋
が
、
西
周
の
初
中
期

の
金
文
に
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
添
加
字
と
同
義
か
引
伸
義
の
ど
ち
ら
か

で
あ
る
。
更
に
、
こ
れ
ら
の
字
の
偏
労
「
足
」
の
義
は
、
中
山
王
大
鼎
や

小
臣
誌
毀
の
用
例
か
ら
み
て
、
お
お
む
ね
征
旅
に
関
す
る
義
か
と
思
わ
れ

る
。
今
後
の
用
例
の
増
加
を
待
ち
存
疑
と
し
て
お
き
た
い
が
、
前
掲
の
、

説
文
の
「
足
字
」
の
説
解
や
、
「
ノ
イ
字
」
の
「
小
保
也
」
、
「
止
字
」
の

「
下
基
也
」
な
ど
の
説
解
が
表
わ
す
、
「
一
般
的
な
動
作
」
「
足
の
動
作
」

と
い
う
よ
う
な
抽
象
義
は
ま
だ
有
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

中
山
王
器
の
足
偏
の
字
で
は
、
會
意
字
と
し
て
、
退
•
述
・
送
（
後
）
•

進
・
道
な
ど
が
あ
り
‘
偏
労
添
加
字
と
し
て
は
、
迄
•
逗
（
連
）
・
遊
・

逹
ぶ
之
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
金
文
に
、
會
•
錆
が
、
中
山
王
器
に
外
に
、

が
み
え
る
、
會
関
係
の
字
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
西
周
期
以
降

で
は
、
偏
労
添
加
字
が
足
以
外
に
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⇔
會
•
道
・
錆
・
檜

會
は
も
と
も
と
器
物
と
蓋
の
象
形
字
で
あ
る
。
「
察
子
芳
自
乍
會
宰
＂
」

（訓

25)

（
察
子
厖
）
や
「
自
乍
會
鼎
」
（
訓
26)

（
越
亥
鼎
）
が
初
義

と
し
て
の
用
例
で
あ
る
が
、
「
先
會
子
平
陰
」
（
訓
切
）
（
厖
莞
鐘
）
か

ら
み
る
に
、
戦
國
期
に
は
會
字
自
憫
が
「
蓋
器
」
の
義
の
外
に
、
「
會
同
」

の
義
を
引
伸
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
引
伸
を
受
け
て
、
「
銀
潅
l

百
姓
」
（
訓
28)

（
沈
兒
鐘
）
の
道
は
、
會
の
初
義
と
の
謳
別
の
た
め
に

足
が
添
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
山
王
器
の
逍
も
、
「
歯
娠
於
逍
同
」

（訓
29)

（
方
壺
）
や
「
其
違
如
林
」
（
訓
30)

（
闘
壺
）
な
ど
の
用
例

か
ら
み
て
、
沈
兒
鐘
の
達
の
形
義
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
「
乍
膳
錆
」
（
訓
31)

（
憚
氏
鰭
）
の
鰭
は
、
會
の
多
義
化
が
進

ん
だ
た
め
か
、
或
は
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
「
會
同
」
の
義

の
會
と
犀
別
す
る
た
め
、
本
義
字
の
會
に
、
銅
類
或
い
は
金
展
類
を
表
わ

す
偏
労
「
金
」
が
添
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
中
山
王
器
に
は
、
檜
が
現
わ
れ
る
。
「
郎
脂
君
檜
子
」
（
訓
32)

（
大
鼎
）
と
あ
り
、
「
子
檜
」
は
人
名
で
、
『
史
記
』
（
燕
世
家
）
な
ど

に
み
え
る
「
燕
噌
」
と
さ
れ
る
（
注
10)
。
檜
字
自
憫
は
固
有
名
詞
ゆ
え

に
義
の
確
定
は
で
き
な
い
が
、
中
山
王
器
銘
文
の
中
で
、
ノ
イ
偏
の
字
に
、

紡
•
征
・
彿
．
径
・
挽
な
ど
が
存
在
し
て
お
り
、
足
偏
の
字
と
互
用
さ
れ

る
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
偏
労
ノ
イ
が
獨
自
的
な
義
を
搬
っ
て
既
に

存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
卜
文
期
と
西
周
期
に
お
い
て
、
止
ィ
足
が
互
用
さ
れ
て
い
た
段
階

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
猥
自
の
義
を
掠
う
段
階
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
檜
が
文
献
上
で
「
噌
」
と
書
か
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、
文
献
上
の
文
字
を
文
字
資
料
と
は
で
き
な
い
の
で
は
あ

る
が
、
偏
労
添
加
字
の
偏
労
が
け
っ
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

(4) 
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砂
（
器
蓋
）

（
右
岡
で
、
①
は
、
察
子
窃
と
趨
亥
鼎
②
は
厖
先
鐘
③
は
頌
氏
鎗

④
は
沈
兒
鐘
と
中
山
王
方
壺
と
闘
壺
⑤
は
中
山
王
大
鼎
最
下
段
は

漠
代
以
降
の
固
定
の
形
を
示
す
。
（
）
の
中
は
義
、
[
9
9
9
9
9
9
]

は
推
測
で

加
え
た
も
の
）

④
 

弓

f
l

督
（
會
同
）
—
—
↓
逍
（
會
同
）
—
|
↓
會

こ
と
を
暗
示
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
後
世
の
形
磐
字
の
形
符
の
固
定
性
と

や
や
到
照
を
為
し
て
い
る
。

後
世
、
道
・
檜
な
ど
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
く
な
る
の
も
、
偏
労
添
加

字
が
、
「
添
加
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
元
字
に
蹄
え
る
可
能
性
を
有
し
て

い
て
、
実
際
そ
の
罷
過
を
辿
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
°
偏
労
添
加
字
の

不
安
定
性
は
、
あ
る
特
定
の
字
の
多
義
性
が
別
の
方
法
で
止
揚
さ
れ
る
な

ら
ば
、
そ
の
字
は
元
の
字
に
戻
り
得
る
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
（
注
11)
。

と
に
か
く
、
戦
國
期
に
は
、
會
の
多
義
化
の
中
で
、
一
義
を
確
定
せ
ん
と

す
る
意
識
が
、
遺
•
錆
・
檜
な
ど
の
偏
労
添
加
字
を
生
み
出
し
た
の
で
あ

る
。
次
に
、
そ
の
過
程
を
概
念
的
に
岡
示
し
て
お
く
。
（
こ
れ
は
あ
く
ま

で
理
解
の
便
を
は
か
る
た
め
で
、
史
的
事
質
は
も
っ
と
複
雑
な
も
の
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
）

③
 

ャ
鰭
（
器
蓋
)
|
—
↓
鎗

白
長
・
娠
・
級

中
山
王
器
に
娠
・
級
の
字
が
あ
り
、
再
度
文
を
欅
げ
て
お
く
。

眼
「
娠
為
人
宗
」
（
訓
33)

（
大
鼎
）
「
事
小
子
如
娠
」
（
訓
34)

同
）
「
歯
娠
於
會
同
」
（
訓
35)

（
方
壺
）

級
「
佳
宜
可
級
」
（
訓
36)

（
方
壺
）

こ
の
二
字
も
偏
労
添
加
字
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
検
討
を
加
え
る
。

ト
文
•
金
文
に
現
わ
れ
る
長
字
は
、
長
髪
の
人
を
象
る
象
形
字
で
あ
り
、

長
髪
の
巫
親
を
表
わ
す
の
が
原
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
卜
文
で
は

も
っ
ば
ら
地
名
と
し
て
用
い
ら
れ
、
金
文
で
も
西
周
前
期
は
お
お
む
ね
人

名
で
用
い
ら
れ
る
の
で
、
義
の
引
伸
の
状
態
は
知
り
難
い
が
、
西
周
中
期

の
史
脇
盤
に
「
文
武
長
刺
」
（
訓
37)
と
の
文
中
に
現
わ
れ
る
用
例
か
ら
、

既
に
こ
の
時
期
ま
で
に
「
長
久
」
の
義
ま
で
引
伸
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が

わ
か
る
（
注
12)
。

娠
の
初
出
は
、
既
に
會
字
の
個
謎
で
用
い
た
脳
先
鐘
で
、
戦
國
初
中
期

の
も
の
で
あ
る
。
「
入
娠
城
」
（
訓
38)
の
文
例
よ
り
「
長
い
」
の
義
で

あ
り
、
史
脳
盤
の
長
と
義
近
く
、
因
っ
て
娠
は
偏
労
添
加
字
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
中
山
王
器
の
娠
の
三
例
は
、
そ
の
文
よ
り
、
全
て
「
人
の

成
長
、
年
長
」
の
義
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
脳

先
鐘
の
娠
の
義
「
長
い
」
と
は
や
や
義
に
差
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
偏
労

立
に
義
の
違
い
が
あ
る
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
偏
労
立
の
本
質
的
な
義
に
閥
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
簡
輩
に
附

言
し
て
お
く
。

(5) 
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偏
労
立
は
、
形
磐
字
の
形
符
と
し
て
漠
代
よ
り
餘
り
余
り
狽
展
し
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
説
文
の
立
部

(
1
0下
）
に
統
蜀
せ
ら
れ
る
字
は
十
八

字
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
中
に
、
端
•
練
•
峰
•
靖
•
埃
•
娼
。
頭
・
竣
•
婦
・

婢
な
ど
の
字
は
立
を
除
去
し
た
字
と
、
そ
れ
ぞ
れ
義
が
近
い
の
で
、
偏
労

添
加
字
で
は
な
い
か
と
推
測
せ
ら
れ
る
も
の
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

ト
文
•
西
周
金
文
で
も
、
立
を
文
字
結
構
素
の
一
と
し
て
有
す
る
字
は
、

妓
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
中
山
王
器
に
は
後
述
す
る
よ

う
に
、
立
に
従
う
字
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
の
で
、
偏
労
立
を
添
加
す
る

字
も
戦
國
期
よ
り
生
じ
て
来
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
必
ず
や
、

立
字
自
艘
の
義
と
深
く
闘
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

立
字
は
説
文

(
1
0下
）
で
は
、
「
住
也
、
林
大
立
一
之
上
」
と
解
説

さ
れ
る
。
「
大
」
は
人
、
そ
の
人
が
立
つ
「
一
」
と
は
、
儀
證
な
ど
の
特

定
の
場
を
表
わ
す
よ
う
で
、
「
人
が
特
定
の
場
に
立
つ
こ
と
」
が
原
義
の

字
で
あ
る
。
卜
文
の
「
立
中
」
（
訓
39)
や
「
立
人
」
（
訓
40)
な
ど
は

「
特
定
の
場
で
摯
行
せ
ら
れ
る
任
命
」
の
義
で
あ
り
、
金
文
の
常
語
た
る

「
立
中
廷
」
（
訓
41)
も
同
じ
で
あ
る
。
更
に
、
金
文
の
「
即
立
」
（
訓

42)

「
朕
立
」
（
訓
43)

「
在
立
」
（
訓
44)

の
立
は
、
特
定
の
場
で
任

命
せ
ら
れ
る
地
位
」
の
義
で
、
後
に
偏
労
人
の
添
加
さ
れ
て
「
位
」
と
な

る
字
で
あ
り
、
「
立
事
歳
」
（
訓

45)

（
闊
差
緞
等
）
の
立
は
、
「
特
定

の
場
に
臨
む
」
の
義
で
、
後
に
「
泄
」
と
な
る
字
で
あ
る
（
注
13)
。
而

し
て
、
立
の
こ
の
よ
う
な
義
を
ほ
ぽ
そ
の
ま
ま
偏
労
立
も
受
け
て
い
る
と

す
れ
ば
、
厖
先
鐘
の
「
娠
城
」
の
娠
も
、
そ
れ
が
、
「
特
定
の
場
」
で
あ

る
こ
と
を
示
す
た
め
に
「
立
」
が
添
加
さ
れ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ

中
山
王
器
の
娠
も
、
箪
に
「
成
長
・
年
長
」
の
義
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

成
長
の
結
果
、
「
特
定
の
地
位
を
保
持
す
る
こ
と
・
人
」
の
義
が
、
偏
労

立
の
添
加
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
娠
の
義
と
偏
労
立
の
義
の
検
討
結
果
を
補
う
も
の
と
し
て
、
中
山

王
器
に
は
、
立
に
従
う
い
く
つ
か
の
字
の
う
ち
、
更
に
二

i
三
の
偏
労
添

加
字
と
確
定
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
立
に
従
う
字
に
は
、
妨
・
雖
．
瞳
・

靖
•
妓
が
あ
る
。

妨
「
妨
闘
封
弧
」
（
訓
46)

（
方
壺
）
の
文
中
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、

後
の
「
創
」
字
で
あ
る
。
字
形
は
立
人
に
刃
を
加
え
る
象
で
、
「
創
傷
」

の
「
創
」
字
の
初
形
で
あ
り
、
恐
ら
く
會
怠
字
で
あ
る
。

雖
「
殖
殖
母
皓
l

（訓
47)

（
闘
壺
）
と
の
文
中
に
用
い
ら
れ
る
が
、

異
説
が
あ
っ
て
繹
字
・
繹
義
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
會
意
字
か
偏
労
添
加

字
か
不
明
で
あ
る
。

妓
「
語
不
妓
哉
」
（
訓
48)

（
大
鼎
）
と
の
文
中
で
用
い
ら
れ
る
。

こ
の
一
文
は
反
語
・
強
意
の
文
で
あ
る
の
で
、
妓
は
、
後
の
「
痰
」
で
あ

る
こ
と
に
疑
い
な
い
。
し
か
も
こ
の
痰
語
の
主
盟
は
中
山
王
得
で
あ
る
。

「
疲
」
は
、
弓
を
引
撥
す
る
象
で
、
會
謡
字
で
あ
る
が
、
こ
の
「
狽
」
の

略
形
「
受
」
に
値
労
立
が
添
加
さ
れ
て
い
る
結
構
が
妓
で
あ
る
。
そ
の
義

は
、
「
特
定
の
地
位
の
も
の
の
顎
語
」
で
あ
ろ
う
。

嫡
「
寡
人
密
瞳
‘
未
雨
智
」
（
訓
49)

（
大
鼎
）
と
の
文
で
用
い
ら

れ
る
。
こ
の
「
密
瞳
」
と
は
、
後
の
「
幼
童
」
で
あ
る
。
「
童
」
は
、
金

文
で
は
、
辛
•
目
•
東
・
土
（
土
は
略
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
）
に
従
う
字

＜ ゚

(6) 
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で
、
も
と
も
と
「
憧
僕
」
の
義
で
あ
る
が
（
注
14)
、
金
文
の
用
例
で
は
、

「
死
母
童
、
余
一
人
在
位
」
（
訓
50)

（
毛
公
鼎
）
の
「
動
」
の
義
や
、

「
金
童
」
（
訓
51)

（
番
生
毀
）
の
「
車
の
銅
飾
」
の
義
で
用
い
ら
れ
て

お
り
、
ど
ち
ら
も
候
借
字
で
あ
る
。
従
っ
て
、
初
義
の
「
童
」
が
、
義
の

引
伸
を
遂
げ
、
「
幼
童
」
の
義
が
生
じ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
「
童
」
は
多

義
化
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
さ
す
れ
ば
、
嫡
は
、
こ
の
多
義
化

の
中
で
「
幼
童
」
の
義
を
確
定
す
る
た
め
に
、
し
か
も
、
「
特
定
の
位
を

も
つ
幼
童
」
の
義
を
表
わ
す
偏
労
添
加
字
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
（
靖
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）

以
上
、
娠
•
竣
．
嫡
に
「
特
定
の
位
を
も
つ
こ
と
・
人
」
の
義
が
共
通

し
、
そ
れ
が
偏
労
立
に
よ
っ
て
撤
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
脳
先
鐘
の

娠
も
、
こ
れ
ら
と
同
じ
系
統
の
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
級
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
卜
文
•
金
文
に
み
ら
れ
ず
、
中
山

王
器
が
初
出
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
、
説
文
や
漠
代
文
字
資
料
に
も
見
ら
れ

な
い
字
で
あ
る
。
「
佳
宜
可
級
」
（
訓
52)

（
方
壺
）
と
の
文
例
か
ら
、

「
伸
長
」
「
張
大
」
の
義
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
義
は
史

賭
盤
の
長
の
義
と
近
く
、
し
か
も
や
や
差
が
あ
る
の
で
、
偏
労
糸
の
添
加

字
た
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
で
は
、
偏
労
糸
は
、
元
の
字
長
に
い
か
な
る

義
を
添
加
し
て
い
る
の
か
検
討
し
て
み
た
い
。

「
糸
」
は
卜
文
に
、
糸
・
絲
の
二
形
で
現
わ
れ
る
が
、
用
例
は
全
て
固

有
名
詞
で
あ
り
、
義
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
束
絲
の
象
形
字
で
あ

る
の
で
、
原
義
も
「
束
絲
」
を
表
わ
す
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
卜
文
に
は
糸

に
従
う
字
は
敷
字
あ
る
が
、
全
て
會
意
字
で
、
個
労
添
加
字
は
な
い
。

西
周
期
に
入
っ
て
、
偏
労
糸
の
添
加
字
と
思
わ
れ
る
初
出
の
字
は
、
紡

で
あ
る
。
西
周
早
期
の
也
毀
の
「
乍
紡
子
周
公
宗
」
（
訓

53)
と
の
文
で

用
い
ら
れ
る
。
こ
の
文
の
訓
繹
は
諸
家
の
説
が
異
っ
て
い
る
の
で
紡
の
義

も
に
わ
か
に
決
定
し
難
い
が
、
白
川
静
氏
の
「
椴
承
」
と
す
る
繹
が
妥
営

と
思
わ
れ
る
（
注
15)
。
そ
う
す
る
と
、
紡
に
は
添
加
以
前
の
字
形
が
ト

文
•
金
文
に
見
常
ら
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
説
文
（
六
上
）
の
「
力
」
の

説
解
「
秦
以
市
買
多
得
為
力
、
以

7
払
久
、
益
至
也
」
が
古
義
を
保
っ
て

い
る
と
の
前
提
で
は
あ
る
が
、
「
力
」
の
義
に
「
盈
滴
」
か
ら
「
椴
承
」

へ
の
引
伸
が
あ
り
、
そ
れ
を
偏
労
糸
の
添
加
に
よ
っ
て
、
「
力
」
と
屈
別

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
偏
労
糸
は
「
系
繋
」
の
義
を
添
加
す
る
作
用
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

継
は
そ
の
初
形
「
笠
」
が
周
初
よ
り
西
周
末
の
金
文
に
現
わ
れ
る
。

「
敬
経
徳
翌
」
（
訓
54)

（
大
孟
鼎
）
「
肇
笠
先
王
命
」
（
訓

55)

（毛

公
鼎
）
な
ど
で
、
「
先
人
・
先
王
の
純
業
と
そ
の
精
神
」
或
い
は
、
そ
の

よ
う
な
「
継
業
と
そ
の
精
神
を
純
承
す
る
」
の
義
で
あ
る
。
笠
は
も
と
も

と
「
継
糸
」
の
象
形
字
で
、
そ
こ
か
ら
こ
の
よ
う
な
義
が
生
ま
れ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
笠
に
は
「
翌
念
厭
聖
保
且
師
華
父
」
（
訓

56)

（
大
克
鼎
）
と
の
周
晩
期
の
用
例
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
念
」
の
訓

詞
で
「
つ
ね
に
」
の
義
で
あ
る
。
「
笠
」
の
多
義
化
の
一
端
が
窺
え
る
。

西
周
中
期
よ
り
晩
期
に
か
け
、
「
継
承
」
の
義
の
方
の
笠
に
、
偏
労
糸
が

添
加
さ
れ
、
「
罷
綬
四
方
」
（
訓
57)

（
琥
季
子
白
盤
）
「
余
継
乃
先
且
」

（訓

58)

（
叔
夷
縛
）
な
ど
と
、
鰹
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
偏
労
糸
は

(7) 
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「
糸
繋
」
の
義
を
強
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

金
文
に
は
更
に
、
個
労
糸
が
「
糸
布
類
」
を
表
わ
す
添
加
字
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
も
の
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
「
組
」
（
師
寅
毀
等
）

「
僻
」
（
毛
公
鼎
等
）
な
ど
で
あ
る
が
、
元
の
字
「
且
」
「
辟
」
と
の
義

の
閥
聯
が
不
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
代
の
糸
部
の
字
か
ら
判
断
し
て
、

糸
が
「
糸
布
類
」
「
糸
の
機
能
」
の
義
の
偏
労
と
し
て
用
い
ら
れ
て
ゆ
く

こ
と
も
事
質
で
あ
る
。

屯
は
「
猾
屯
」
（
頌
鼎
）
と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
「
顧
懃
の
縁
飾

の
飾
り
糸
」
の
象
で
あ
る
が
、
金
文
で
は
主
に
雅
語
と
し
て
、
「
乗
徳
共

屯
」
（
訓
59)

（
伯
家
毀
）
「
余
用
句
屯
魯
」
（
訓
60)

（
善
鼎
）
な
ど

と
俵
借
義
「
大
福
」
の
意
で
多
用
さ
れ
る
字
で
あ
る
。
文
猷
資
料
で
は
あ

る
が
、
「
錫
爾
純
蝦
」
（
『
詩
罷
』
（
小
雅
・
賓
之
初
筵
）
）
で
は
、
純

が
用
い
ら
れ
、
屯
•
純
は
同
字
で
あ
る
の
で
、
純
の
糸
は
偏
労
添
加
で
あ

ろ
う
。
「
共
屯
」
「
共
魯
」
「
純
蝦
」
は
全
て
、
祖
痙
の
賜
う
「
大
福
」

で
あ
る
の
で
、
「
系
繋
」
の
義
の
偏
労
糸
が
添
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
金
文
に
も
純
は
「
陳
純
釜
」
に
現
わ
れ
る
が
、
人
名
で
あ
る
の
で
義
は

不
明
で
あ
る
）

中
山
王
器
の
綬
は
、
先
述
の
よ
う
に
「
張
大
」
の
義
で
あ
る
が
、
偏
労

糸
は
、
「
糸
の
機
能
」
の
義
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
、
娠
と
級
そ
し
て
偏
労
立
と
糸
の
検
討
か
ら
、
西
周
中
期
以
降

よ
り
、
長
字
内
部
で
生
じ
て
い
た
引
伸
義
の
違
い
を
、
偏
労
立
、
糸
の
添

加
で
明
確
化
せ
ん
と
す
る
造
字
過
程
の
延
長
上
に
、
中
山
王
器
の
娠
・
級

が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
思
う
。

三、亡
•
迄
．
娠
・
級
の
よ
う
な
李
乳
の
関
係
に
あ
る
字
は
、
中
山
王
器
に

は
他
に
、

0
敬
と
慾
⇔
戦
と
懇
日
業
と
慈
斡
母
と
俯
の
四
例
が
あ

る。

O

⇔
回
の
後
者
は
偏
労
心
の
添
加
字
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、

偏
労
心
の
義
を
検
討
し
、
そ
の
後
、
各
々
の
具
憫
的
な
用
義
を
み
て
み
よ

う。
「
心
」
は
心
臓
の
象
形
字
で
あ
る
が
、
卜
文
で
箪
獨
で
用
い
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
（
注
16)
。
金
文
で
は
昭
穆
期
の
求
殴
ー
一
に
「
朕
文
考
甲
公
、

文
母
日
庚
未
休
‘
則
尚
安
永
宕
乃
子
本
心
、
安
永
襲
求
身
」
（
訓
61)
と

用
い
ら
れ
る
の
が
初
出
で
あ
る
。
用
義
は
、
「
永
宕
」
の
義
が
難
解
で
あ

る
が
、
下
句
と
到
句
を
な
す
の
で
、
「
自
ら
の
亡
父
母
の
祖
盛
が
~
の
心

と
身
に
薦
依
し
、
守
護
す
る
」
意
で
、
こ
こ
で
心
と
は
、
「
精
神
」
の
謂

い
で
は
な
く
、
「
祖
盛
の
潟
る
個
所
と
し
て
の
心
臓
」
の
義
と
考
え
ら
れ
、

象
形
自
憫
の
義
に
比
較
的
近
い
。
そ
の
心
が
祖
媛
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
る

「
精
神
力
」
の
義
へ
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
は
以
下
の
諸
例
で
證
さ
れ
る
。

偏
労
心
の
添
加
字
と
認
め
ら
れ
る
最
初
の
字
は
「
徳
」
で
あ
る
。
成
康

期
の
変
尊
に
、
「
冬
用
迎
征
妥
多
祐
」
（
訓
62)
と
、
添
加
以
前
の
字
形

が
見
ら
れ
る
。
更
に
変
雑
よ
り
や
や
遅
れ
る
大
孟
鼎
に
、
「
今
我
佳
即
井

酋
子
文
王
正
徳
」
（
訓
63)
と
心
添
加
の
字
が
現
わ
れ
る
。
変
尊
も
大
孟

鼎
も
同
字
で
同
義
で
あ
る
。
前
者
の
征
の
字
形
は
、
卜
文
•
初
期
金
文
に

常
用
さ
れ
る
「
省
」
（
注
17)
に
形
が
近
く
、
従
っ
て
「
徳
」
の
初
義
も
、

「
雀
」
字
の
義
「
逼
省
」
「
戦
争
時
の
封
敵
艇
伏
力
」
の
義
に
近
か
っ
た

(8) 
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で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
「
先
祖
の
盛
的
遣
徳
」
の
義
に
引

伸
し
た
の
で
、
「
先
祖
の
痰
の
漉
る
慮
」
或
い
は
「
祖
霰
に
よ
っ
て
鼓
舞

さ
れ
る
精
神
力
」
の
義
を
も
つ
心
を
偏
労
と
し
て
添
加
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
徳
は
西
周
中
期
の
金
文
に
頻
繁
に
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、

作
器
者
の
祖
先
や
先
王
の
徳
を
言
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
れ
を
物
語
っ

て
い
る
。

こ
の
徳
の
他
、
西
周
中
期
の
金
文
に
み
え
、
偏
労
心
の
添
加
字
で
あ
る

と
確
定
で
き
る
も
の
に
、
「
縣
」
や
「
怨
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
字
は
、

西
周
初
期
に
は
、
「
飲
」
や
「
折
」
の
形
で
見
え
、
用
例
か
ら
み
て
、
心

の
あ
る
字
と
全
く
同
義
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
義
は
や
は
り

「
祖
盛
」
に
闘
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
西
周
末
期
か
ら
列
國
期
に
か
け
て
、
偏
労
心
の
添
加
諸
字

に
や
や
変
化
が
現
わ
れ
る
。

西
周
晩
期
に
な
っ
て
偏
労
心
が
添
加
さ
れ
る
も
の
に
、
「
恵
」
「
慾
」

「
悪
」
が
あ
り
、
列
國
期
に
入
れ
ば
、
「
忘
」
「
憲
」
「
懲
」
な
ど
が
あ

る
。
今
、
東
‘
敬
に
つ
い
て
、
偏
労
添
加
の
義
を
考
え
て
み
た
い
。

H

東
・
恵

は
卜
文
に
現
わ
れ
、
痰
語
詞
と
祭
名
の
義
が
あ
る
。
東
は
専
・
専
と

翡
係
す
る
字
で
、
そ
の
考
證
は
池
田
末
利
氏
の

T
墨
附
字
考
」
（
注
18)

に
詳
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
金
文
期
の
東
か
ら
恵
へ
の
季
乳
の
意
味
を

検
討
す
る
。

周
初
期
の
「
虫
王
典
徳
」
（
訓
64)

（
祠
尊
）
「
東
同
天
令
」
（
訓
65)

（
条
白
本
毀
）
の
東
は
「
恵
順
」
の
義
で
（
注
19)
、
卜
文
と
合
せ
考
え

る
と
東
は
か
な
り
多
義
化
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
中
、
列
國
期
に

至
り
、
恵
と
な
る
も
の
は
、
「
弔
堂
J

畏
義
、
恵
子
明
祀
」
（
訓
66)

（沈

兒
鐘
）
や
「
恵
子
政
徳
」
（
訓

67)

（
王
孫
遺
者
鐘
）
で
、
い
づ
れ
も

「
恵
順
」
の
義
で
あ
る
の
で
、
偏
労
心
の
添
加
字
と
考
え
ら
れ
る
。
中
山

王
器
に
も
恵
が
み
え
、
「
慈
孝
衰
恵
」
（
訓
68)

（
方
壺
）
の
用
例
か
ら

み
て
、
列
國
期
の
「
恵
順
」
の
義
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
い
る
。

で
は
偏
労
心
は
は
い
か
な
る
義
を
添
加
す
る
の
か
。
次
の
、
敬
・
慾
と

と
も
に
考
え
よ
う
。

⇔

敬

・

慾

敬
は
金
文
に
頻
繁
に
現
わ
れ
、
「
敬
夙
夕
」
（
訓

69)

（
師
虎
毀
等
）

「
敬
乃
心
」
（
訓
70)

（
墜
盟
等
）
な
ど
と
、
「
恭
虔
」
「
つ
つ
し
ん
で

祭
る
」
の
義
で
あ
る
。
西
周
初
期
に
は
、
初
形
で
あ
ろ
う
が
「
荀
」
と
も

作
ら
れ
、
略
形
で
あ
ろ
う
が
「
咬
」
と
も
作
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
字
は
別

に
し
て
、
季
乳
字
と
し
て
は
、
慾
•
敬
・
婆
が
あ
る
。
い
づ
れ
も
列
國
期

に
入
っ
て
か
ら
の
用
例
で
、
敬
の
引
伸
に
到
應
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

慾
は
、
春
秋
期
に
み
え
、
「

F
不
敢
弗
慾
戒
」
（
訓

71)

（
叔
夷
銃
）

と
の
文
中
で
用
い
ら
れ
る
。
「
慾
戒
」
と
連
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、

慾
の
「
警
戒
•
い
ま
し
む
」
の
義
は
明
ら
か
で
あ
る
。
偏
労
心
の
添
加
は
、

敬
字
の
う
ち
に
、
「
警
戒
」
の
義
の
引
伸
が
起
っ
た
こ
と
に
到
應
す
る
も

の
で
あ
る
。

中
山
王
器
で
敬
と
慾
の
現
わ
れ
る
文
は
そ
れ
ぞ
れ
、

敬
「
敬
怒
天
徳
」
（
訓
72)

（
大
鼎
）
「
厳
敬
不
敢
怠
荒
」

（
方
壺
）

訓
73

(9) 



60 

慾
「
以
慾
嗣
王
」
（
訓
74)

（
闘
壺
）

と
の
文
で
あ
り
‘
用
例
か
ら
、
敬
は
「
恭
虔
」
、
慾
は
の
義
で
、

西
周
よ
り
春
秋
期
に
か
け
て
の
、
敬
．
慾
の
形
義
を
そ
の
ま
ま
受
け
る
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
恵
・
慾
よ
り
‘
偏
労
心
の
義
を
推
測
す
る
に
、
既
に
「
祖
盛
」

に
係
る
義
か
ら
更
に
一
般
的
な
、
「
緊
張
、
恐
憚
す
る
精
神
」
の
義
に
抽

象
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
検
討
す
る
、
偏
労
心
の
閲
係
字
で
も

そ
の
こ
と
は
質
證
さ
れ
る
。

白

戦

と

患

戦
「
佳
司
馬
貯
訴
諮
戦
怒
」
（
訓

75)

（
闘
壺
）

患
「
患
憩
懇
懇
‘
H

心
隕
社
破
之
光
」
（
訓
76)

（
大
鼎
）

中
山
王
圃
壺
の
文
は
「
戦
怒
」
と
連
文
で
用
い
ら
れ
る
の
で
、
義
は

「
怒
」
に
近
い
。
大
鼎
の
方
は
、
「
戦
戦
競
銃
」
（
詩
経
•
小
雅
•
小
曼
）

の
「
戦
戦
」
に
あ
た
り
、
「
恐
憚
の
貌
」
の
義
で
あ
る
。
患
は
、
『
大
戴

禍
』
（
曽
子
立
事
）
に
、
憚
の
字
形
で
み
え
、
「
君
子
終
身
守
比
憚
憚
」

と
あ
る
。
恐
ら
く
、
「
恐
憚
」
の
義
の
場
合
は
、
戦
よ
り
も
、
患
•
憚
の

方
が
古
形
で
あ
ろ
う
。

戦
は
、
盾
の
象
形
で
あ
る
箪
と
父
の
會
謡
字
で
、
附
は
善
と
も
置
換
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
（
「
戟
獲
兵
銅
」
（
訓
77)

（
楚
王
含
孟
鼎
）
）
し

か
し
、
敗
は
異
憫
字
で
あ
ろ
う
。
義
は
、
含
忠
鼎
の
文
よ
り
、
「
戦
闘
」

と
知
ら
れ
る
。

憩
の
方
は
、
思
う
に
、
戦
の
略
形
箪
に
偏
労
心
が
添
加
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

戦
字
の
う
ち
に
、
「
戦
闘
」
「
戦
怒
」
「
恐
憫
」
の
引
伸
が
生
じ
た
の

で
、
「
恐
憚
」
の
義
を
補
強
す
る
た
め
に
、
「
緊
張
・
恐
憚
す
る
精
神
」

の
義
を
も
つ
偏
労
心
が
添
加
さ
れ
、
戦
の
部
分
が
略
形
と
な
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
（
「
戦
怒
」
の
義
の
時
は
偏
労
添
加
が
な
い
が
、
こ
れ
は
、

連
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
義
が
誤
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
い
で
に

附
言
し
て
お
く
と
、
中
山
王
器
に
は
連
文
が
極
め
て
多
く
、
こ
れ
も
字
形

に
―
つ
の
影
惣
を
及
ぽ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）

な
お
戦
・
堺
の
廂
聯
の
字
に
「
紳
」
が
あ
る
が
、
如
し
も
こ
の
字
の

「
堺
」
も
「
戦
」
の
略
形
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
用
紳
、
追
孝
子
皇
考

仲
」
（
戟
先
臥
）
の
文
か
ら
み
て
、
椰
は
、
偏
労
示
が
添
加
さ
れ
た
も
の

で
、
「
戦
恐
し
祭
る
」
の
義
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
他
に
資
料
も
な

い
の
で
存
疑
と
し
て
お
く
。

（訓
78)

（
大
鼎
）

「
以
内
藤
部
公
之
業
」

（訓

79)

四業（方
壺
）患

（

大

鼎

）

（
中
山
王
器
の
業
と
業
心
に
は
、

D
が
附
加
さ
れ
て
い
る
。
王
器
の
他
字

に
も
そ
れ
が
附
く
も
の
が
多
い
。
如
何
な
る
怠
味
を
有
す
る
か
不
明
で
あ

る
。
今
は
、
装
飾
的
な
も
の
と
考
え
て
こ
れ
は
除
外
し
て
秤
字
し
て
お
い

た）
業
は
、
同
じ
戦
闊
期
の
邸
王
職
剣
に
も
、
「
郎
王
職
乍
武
業
銀
緻
」

（訓
80)

（
『
金
文
録
遣
』
五
九
五
）
と
あ
り
、
「
武
」
を
人
名
と
み
る

か
、
「
武
功
」
と
み
る
か
不
明
な
黙
は
あ
る
が
、
業
が
「
功
業
」
の
義
で

(IO) 
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あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
従
っ
て
、
中
山
王
器
の
二
例
の
業
と
も
同

義
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
業
は
も
と
も
と
、
鋸
歯
の
大
慇
を
祭
場
に
樹
て
た
象
で
あ

る
と
い
わ
れ
（
注
20)
、
象
形
字
で
あ
る
。
大
堅
の
樹
立
す
る
の
に
到
す

る
心
的
状
態
が
原
義
に
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
す
れ
ば
、
「
赫
赫
業

業
」
（
詩
経
•
大
雅
•
常
武
）
な
ど
が
、
初
形
と
原
義
を
と
ど
め
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
業
が
「
功
業
」
の
義
を
引
伸
し
た
結
果
、
原
義

を
と
ど
め
る
元
の
字
の
方
に
偏
労
心
が
添
加
さ
れ
、
大
慇
へ
の
「
恐
敬
す

る
精
神
」
の
義
を
と
ど
め
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。

「
功
業
」
の
義
は
、
祭
事
に
お
け
る
「
恐
敬
す
る
精
神
」
の
義
か
ら
、

祭
事
に
お
い
て
畏
敬
さ
れ
る
「
祖
業
」
の
義
と
な
り
、
や
が
て
「
功
業
」

の
義
へ
引
伸
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
原
義
に
近
い
業
心
が
偏
労
添
加
字
で
あ

り
、
引
伸
義
が
本
字
の
ま
ま
を
と
ど
め
る
と
い
う
の
も
、
今
ま
で
検
討
し

た
中
、
亡
・
迄
な
ど
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

以
上
、
四
例
の
他
に
、
中
山
王
器
に
は
な
お
多
く
の
偏
労
心
の
添
加
字

が
存
在
す
る
。
以
下
列
欅
の
み
し
て
お
く
。

イ
忘
「
母
忘
朱
邦
」
（
訓
8
1
)
（
大
鼎
・
方
壺
•
園
壺
）
初
字
「
望
」

ロ
「
忌
隕
社
破
之
光
」
（
訓
82)

（
大
鼎
）
初
字
「
現
」

ハ
窓
「
窓
祗
政
祀
」
（
訓
83)

（
騨
壺
）
初
字
「
斎
」

ニ
忍
「
偽
怒
邦
家
」
（
訓

8
4
)（
大
鼎
•
闘
壺
）
初
字
「
瓦
」

ホ
患
「
母
大
而
患
」
（
訓
85)

（
大
鼎
）
初
字
「
希
」

ヘ
愚
「
事
愚
女
智
」
（
訓
86)

（
大
鼎
）
初
字
「
馬
」

卜
忠
二
に
同
じ
。
初
字
「
裟
」

チ
「
慈
孝
寅
恵
」
（
訓
87)

（
方
壺
）

列
國
期
以
来
、
偏
労
心
の
添
加
字
と
さ
れ
る
諸
字
の
義
は
、
や
が
て

「
畏
敬
•
緊
張
す
る
精
神
」
の
意
か
ら
形
磐
字
と
し
て
の
形
符
心
の
義
、

即
ち
「
一
般
的
抽
象
的
な
精
神
性
」
の
義
へ
菱
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
本
稿
の
範
囲
で
は
な
い
。

⑮

母

と

俯

母
「
母
富
而
喬
」
（
訓

8
8
)（
大
鼎
•
他
五
例
・
闘
壺
他
二
例
）

俯
「
佳
価
依
氏
足
」
（
訓
89)

（
大
鼎
）

母
は
、
女
性
を
象
っ
た
象
形
字
で
「
母
親
」
の
義
で
あ
る
が
、
既
に
西

周
初
期
に
、
「
母
親
」
の
外
、
助
字
「
母
」
の
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
田
」
の
義
は
勿
論
候
借
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
助
字
で
あ
る
の
で
同
字
で

も
「
母
親
」
の
義
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

中
山
王
器
で
は
、
母
は
「
母
」
義
に
用
い
ら
れ
る
。
「
母
親
」
の
義
の

母
字
は
み
え
な
い
が
、
事
情
は
西
周
期
と
同
じ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

「
個
俯
」
は
、
大
鼎
の
文
よ
り
、
『
麿
記
』
（
曽
子
問
）
の
「
古
者
男

子
外
有
博
、
内
有
慈
母
」
の
「
他
と
慈
母
」
の
義
で
あ
る
の
で
、
依
は
、

母
字
が
、
「
俯
育
者
と
し
て
の
慈
母
」
の
義
を
引
伸
し
た
結
果
、
「
母
親
」

の
義
と
屈
別
す
る
た
め
に
偏
労
人
が
添
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
価
も
、
金
文
期
に
「
父
親
」
の
義
に
仮
借

さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
甫
字
が
、
「
他
育
者
」
の
義
を
引
伸
し
た
結
果

生
じ
た
偏
労
人
の
添
加
字
と
考
え
ら
れ
る
。

中
山
王
器
に
は
、
以
上
述
べ
た
偏
労
の
他
に
も
、
偏
労
添
加
字
と
思
わ

れ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
以
下
偏
労
水
と
示
の
添
加
字
と
思
わ
れ
る
も
の
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を
列
畢
し
て
お
く
。

°
偏
労
水

①
深
「
原
悉
深
、
則
竪
人
煎
」
（
訓
90)

②
演
「
穆
穆
酒
憐
」
（
訓
91)

（
方
壺
）

③
流
「
採
媒
流
霊
U

（訓
92
）
（
圃
壺
）

（
水
に
従
う
字
は
、
こ
の
他
に
、
内
（
溺
）
こ
河
（
宇
）
・
渇
•

激
が
あ
る
が
、
他
に
用
例
が
な
く
、
坊
を
除
い
て
、
會
意
字
か
偏
労
添
加

字
か
形
盤
字
か
決
定
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
水
に
従
う
諸

字
に
は
、
卜
文
•
金
文
期
の
水
に
従
う
諸
字
の
よ
う
な
、
「
河
の
固
有
名

詞
」
の
義
は
一
例
も
な
い
。
中
山
王
器
で
は
、
偏
労
水
は
全
て
「
水
の
形

状
」
に
闘
わ
る
義
で
あ
る
。

°
偏
労
示

①
社
「
使
智
社
祓
之
賃
」
（
訓
93)

（
大
鼎
他
三
例
）

②
殺
①
に
同
じ
。

③
殺
「
昔
者
慮
先
殺
超
王
」
（
訓
94)

（
大
鼎
、
他
方
壺
二
例
）

④
祭
「
乏
其
先
王
之
祭
祀
」
（
訓

95)

（
方
壺
）

⑤
祀
④
に
同
じ
。

⑥
禍
「
佳
逆
生
禍
」
（
訓
96)

（
方
壺
）

（
已
に
卜
文
に
、
示
に
従
う
字
は
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
會
意
字
で
あ

る
。
偏
労
示
が
、
「
祭
祀
」
「
鬼
神
」
の
義
で
添
加
さ
れ
る
の
は
春
秋
期

以
来
の
よ
う
で
あ
る
）

（
方
壺
）

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
偏
労
添
加
字
以
外
に
、
中
山
王
器
に
は
、
形

磐
字
と
思
わ
れ
る
も
の
が
少
敷
で
は
あ
る
が
、
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
そ

の
個
々
の
分
析
に
移
る
前
に
、
主
と
し
て
卜
文
に
固
有
名
詞
と
し
て
現
わ

れ
る
「
形
磐
字
」
（
注

2
1
)
（
所
謂
女
個
•
水
偏
の
字
、
金
文
期
で
は
、

邑
個
が
あ
る
I
こ
れ
ら
を
私
は
「
初
期
形
盤
文
字
」
と
呼
ぶ
）
と
、
一
般

の
形
竪
字
と
の
犀
別
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
以
下
簡
梢
に

燭
れ
て
お
く
。

形
竪
字
を
い
う
場
合
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
。

―
つ
は
、
形
磐
字
の
造
字
原
理
の
問
題
で
あ
り
、
二
は
、
説
文
の
分
類

の
仕
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。

形
磐
字
と
は
形
符
と
磐
符
の
結
合
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
四
は
箪
に
、

既
成
の
文
字
を
分
類
す
る
六
書
の
一
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
形
磐

と
は
、
新
し
く
出
現
し
た
事
象
や
、
そ
れ
ま
で
は
文
字
領
域
に
存
在
せ
ず
、

言
語
領
域
に
の
み
存
し
た
事
象
を
、
文
字
領
域
へ
極
め
て
簡
箪
に
包
振
で

き
る
「
造
字
」
の
原
理
で
も
あ
る
。
こ
の
造
字
原
狸
と
し
て
の
形
盤
の
意

識
化
以
後
、
洩
字
は
飛
躍
的
に
そ
の
敷
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

近
代
で
も
化
根
元
素
名
な
ど
が
中
國
語
へ
翻
繹
さ
れ
る
場
合
に
用
い
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば

H
e
l
i
u
m
の
頭
音
を
表
わ
す
「
亥
」
と
、
そ
の
類
を
表
わ

す
「
代
」
を
結
合
さ
せ
て
、
「
気
」
を
造
字
す
る
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
造
字
原
理
に
は
二
つ
の
條
件
が
必
要
で
あ
る
。
―
つ
は
、
磐

符
字
が
そ
の
本
義
と
は
腺
係
な
く
、
た
だ
磐
音
だ
け
を
表
わ
す
も
の
と
し

四、
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て
既
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
二
の
條
件
と
は
、
そ
の
事
象
が
服

す
べ
き
分
類
範
疇
が
、
形
符
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

よ
う
な
分
類
範
時
の
糖
腔
が
、
各
々
形
符
と
し
て
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
あ
る
事
象
が
「
勺
」
類
で
あ
る
と
分
類

さ
れ
る
た
め
に
は
、
他
の
「
金
」
類
、
「
石
」
類
、
「
木
」
類
、
「
帥
」

類
な
ど
の
類
の
穂
憫
が
形
符
と
し
て
存
在
し
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
一

の
條
件
は
卜
文
の
時
代
に
既
に
仮
借
字
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
で

渦
し
得
る
が
、
二
の
條
件
の
方
は
、
私
見
で
は
、
戦
國
後
期
か
ら
漠
代
に

ま
で
降
っ
て
始
め
て
整
う
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
が
今
ま
で
問
題
と
し
て
来

た
「
偏
芳
添
加
字
」
の
偏
労
が
、
個
々
に
類
を
成
立
さ
せ
て
ゆ
き
、
や
が

て
、
類
の
総
憫
が
成
立
し
、
形
竪
字
の
造
字
原
理
が
意
識
化
さ
れ
る
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

中
山
王
器
の
文
字
で
は
、
主
要
に
し
て
か
な
り
の
敷
の
偏
労
が
偏
労
添

加
字
と
し
て
出
そ
ろ
い
な
が
ら
も
、
そ
の
偏
労
の
義
は
、
後
の
形
盤
字
の

形
符
の
義
と
は
ま
だ
等
し
く
な
い
こ
と
や
、
世
界
内
の
全
事
象
を
包
振
し

得
る
分
類
の
穂
憫
に
ま
で
そ
の
敷
は
達
し
て
い
な
い
こ
と
は
中
山
王
器
の

文
字
の
過
渡
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
二
つ
目
の
、
説
文
の
分
類
に
つ
い
て
述
べ

よ
う
。説
文
は
形
磐
字
の
造
字
原
理
が
意
識
化
し
た
後
の
産
物
で
あ
り
、
四
五

0
部
の
部
首
に
よ
る
、
既
存
の
文
字
の
整
理
・
統
風
は
、
明
ら
か
に
形
磐

字
の
形
符
に
よ
る
整
理
を
下
敷
に
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
「
説
文

後
叙
」
（
巻
十
五
下
）
の
冒
頭
の
言
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

「
立
一
為
商
」
「
畢
終
於
亥
」
と
い
う
、
許
恨
の
形
而
上
學
的
世
界

観
に
基
づ
い
た
文
字
幣
理
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
字
を
部
首
の
下
に
統
屈
す
る

と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
か
な
り
無
理
な
部
首
ま
で
「
創
造
」
す
る
に
至
っ

て
い
る
。
更
に
多
く
の
會
意
字
を
形
磐
字
と
し
て
分
類
し
た
り
、
偏
労
添

加
字
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
起
の
形
盤
字
と
し
て
分
類
さ
れ
て
し
ま
い

（
そ
の
痕
跡
は
「
亦
竪
」
と
い
う
説
解
の
仕
方
に
残
っ
て
は
い
る
が
）
、

形
盤
字
の
偏
労
の
一
っ
―
つ
が
形
成
さ
れ
る
文
字
の
痰
展
過
程
を
忘
却
さ

せ
て
し
ま
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ
る
。
（
以
下
分
析
す
る
中
山

王
器
の
文
字
の
「
形
啓
字
」
と
は
、
偏
労
が
、
形
啓
字
の
形
符
へ
と
発
展

す
る
過
程
に
あ
る
も
の
の
謂
い
で
あ
る
）

偏
労
添
加
字
の
偏
労
は
、
添
加
さ
れ
る
側
の
字
（
仮
に
『
右
労
』
と
呼

ん
で
お
く
）
の
義
を
補
強
し
、
引
伸
義
を
添
加
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
自
腔
で
、
偏
労
と
し
て
の
獨
自
の
義
を
も
搬
い
得
る
。
だ
か
ら
、
偏
労

添
加
字
の
右
労
字
が
候
借
字
に
置
換
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
字
は
偏
労

（
形
符
）
と
椴
借
字
（
盤
符
）
の
結
合
と
な
り
、
形
磐
字
の
最
低
の
要
件

を
満
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
字
を
中
山
王
器
の
中
か
ら
い
く
つ
か
、

偏
労
ご
と
に
列
殿
し
て
み
よ
う
。

心

①
思
•
息
「
魯
屈
皆
足
」
（
訓
9
7
)（
大
鼎
）

R
忍
「
天
不
臭
其
又
忍
」
（
訓

98)

（
方
壺
）
「
貯
忍
足
在
大
夫
」

（訓

99)

（
同
上
）

「
思
息
」
は
用
例
か
ら
、
後
の
「
謀
慮
」
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

謀
字
の
初
文
は
某
で
、
西
周
中
期
の
金
文
に
、
「
女
某
不
又
昏
」
（
訓
頂
）

し、

(13) 
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訓
104)

（
圃
壷
）

（
諫
毀
）
と
、
「
謀
る
」
の
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
後
世
の
謀
の
偏
労

言
が
い
つ
の
時
代
に
添
加
さ
れ
た
も
の
か
は
確
證
が
な
い
が
、
戦
國
中
期

以
降
に
下
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
中
山
大
鼎
の
慈
成
立
ま
で
に
は
、
某

に
ま
ず
、
偏
労
心
が
添
加
さ
れ
て
「
某i」
が
で
き
、
次
に
某
•
母
の
磐
近

い
が
故
に
、
右
労
字
某
が
母
に
置
換
さ
れ
て
思
が
で
き
る
と
い
う
過
程
が

想
定
さ
れ
る
。
結
果
と
し
て
成
立
し
た
慈
は
、
偏
労
（
形
符
）
は
心
、
盤

は
母
の
形
盤
字
と
な
る
。

息
の
元
の
字
は
慮
で
あ
り
、
呂
•
虐
の
盤
近
い
が
故
に
置
換
さ
れ
て
、

息
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
虐
も
慮
も
金
文
に
は
見
え
ず
、

「
射
慮
」
（
訓
101)

「
虎
慮
」
（
訓
102)

「
鎖
鈴
」
（
訓
103)
な
ど
の
、

金
文
に
見
え
か
つ
戚
に
従
っ
て
い
る
諸
字
に
「
謀
慮
」
の
義
と
閥
聯
が
あ

る
も
の
が
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
勿
論
、
呂
に
も

「
謀
慮
」
の
義
は
な
い
の
で
、
呂
は
磐
符
で
あ
る
。

元
心
は
用
例
か
ら
後
の
願
で
あ
る
。
願
の
初
形
は
顎
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

最
近
出
土
の
、
阜
陽
漠
簡
『
詩
鰹
』
に
み
え
る
（
注
22)
。
頁
は
も
と
も

と
、
長
髪
の
人
の
脆
居
し
て
祈
る
象
で
、
義
に
お
い
て
偏
労
心
と
類
似
す

る
故
で
あ
ろ
う
、
頁
・
心
は
互
換
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
中
山

王
器
で
も
、
「
順
」
が
奴
心
に
作
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
類
が
存
在
す
る

上
は
、
「
患
」
の
字
形
も
存
在
し
た
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
。
こ
の
右
労

字
が
元
に
置
換
さ
れ
れ
ば
、
元
心
字
が
成
立
す
る
繹
で
あ
る
。
元
に
は
「
願

望
」
の
義
は
な
い
の
で
盤
符
、
偏
労
心
と
結
合
す
る
の
で
形
磐
字
と
な
る
。

⇔

水

°
坊
「
四
駐
坊
坊
」

中
山
王
器
に
は
方
が
み
え
、
「
今
余
方
牡
」
（
訓

105)

（
大
鼎
）

敷
百
里
」
（
訓
頂
）
（
同
）
と
の
文
で
用
い
ら
れ
、
更
に
枯
も
み
え
、

「
枯
敷
百
里
」
（
闘
壷
）
と
の
文
で
用
い
ら
れ
る
。
用
例
か
ら
み
て
、
桔

は
方
と
同
字
で
繁
文
で
あ
る
。
「
方
荘
」
の
方
は
、
副
詞
で
あ
り
轄
義
で

あ
る
。方
は
も
と
も
と
、
死
憫
を
架
に
か
け
る
象
で
、
四
方
邊
境
の
呪
祓
に
こ

れ
を
用
い
た
こ
と
か
ら
、
「
方
境
」
「
四
方
」
の
義
が
あ
り
、
「
方
敷
百

里
」
の
方
は
こ
れ
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

「
四
駐
坊
坊
」
の
坊
は
、
文
よ
り
「
行
馬
の
擬
態
語
」
で
あ
る
が
、
ト

文
•
金
文
に
は
見
え
な
い
。
（
卜
文
に
水
と
方
に
従
っ
て
「
沈
」
と
繹
せ

ら
れ
る
字
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
坊
と
は
別
字
で
あ
る
）
（
注
23)
説
文
の

膀
字
の
條

(
1
0上
）
に
「
馬
盛
也
、
払
馬
労
磐
、
詩
日
、
四
牡
膀
膀
」

と
あ
り
、
引
用
さ
れ
る
『
詩
紐
』
の
一
句
は
、
「
四
駐
坊
坊
」
と
同
義
で

あ
る
。
し
か
し
、
引
用
の
一
句
は
今
の
『
詩
鰹
』
に
は
な
く
、
こ
れ
に
つ

い
て
馬
宗
霜
氏
は
、

王
應
麟
詩
考
引
在
大
雅
添
民
篇
、
以
為
「
四
牡
彰
影
」
之
異
文
、
案
、

小
雅
北
山
亦
有
此
詩
語
、
彰
労
雙
磐
、
古
音
同
在
陽
部
、
影
可
通
謗
、
亦

説
文
示
部
累
或
作
訪
（
注
24)

と
説
き
、
彰
・
労
・
膀
．
訪
の
通
用
す
る
こ
と
を
言
う
。
こ
れ
に
加
え
て

「
胴
介
労
労
」
（
鄭
風
•
清
人
）
の
例
も
あ
り
、
坊
も
含
め
て
こ
れ
ら
の

字
は
、
毛
他
北
山
に
「
影
影
然
不
得
息
」
と
注
さ
れ
る
よ
う
に
、
全
て
馬

の
擬
態
語
で
あ
り
、
同
磐
を
異
字
で
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

坊
に
お
い
て
も
右
労
字
は
磐
符
で
あ
る
。
形
磐
字
坊
は
も
と
も
と
「
水
の

(14) 
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行
貌
」
の
義
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
『
荀
子
』
（
富
國
）
に
「
坊
坊
如

河
悔
注
」
と
あ
る
の
が
そ
の
初
義
の
用
法
で
あ
ろ
う
。

白

子

緊
が
「
謀
人
密
鐘
‘
末
雨
智
」
（
訓

107)

（
大
鼎
）
の
文
か
ら
み
て

「
幼
童
」
の
幼
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
。
し
か
し
、
翌
•
幼
の
初
形
は

知
り
難
い
。

幼
は
糸
に
撚
転
の
軸
を
加
え
る
「
拗
撚
」
の
義
が
原
義
と
い
わ
れ
、

「
幼
童
」
の
義
に
用
い
ら
れ
る
の
は
候
借
で
あ
る
。

幽
は
、
絲
に
火
を
加
え
て
煎
染
す
る
象
形
字
で
「
黒
色
」
の
義
で
、
金

文
の
「
幽
黄
」
（
訓
項
）
（
康
鼎
）
は
そ
の
義
で
、
「
考
幽
大
叔
」
（
訓

109)

（
畠
鼎
）
の
幽
は
引
伸
義
「
幽
隠
」
で
、
祖
霊
に
封
す
る
常
用
の
字

で
あ
る
。
従
っ
て
、
幽
に
「
幼
童
」
の
義
は
な
く
、
密
に
於
て
幽
は
磐
符

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
他
は
な
い
。
又
、
翌
の
子
は
、
方
壺

に
頻
繁
に
現
れ
る
竪
字
（
後
の
賢
字
で
あ
る
）
か
ら
み
て
、
「
人
」
の
義

を
表
わ
す
偏
労
で
あ
ろ
う
。
困
っ
て
、
密
は
形
啓
字
の
よ
う
で
あ
る
。

向

立

靖
は
、
先
に
殿
げ
た
用
例
「
遂
定
君
臣
之
靖
」
（
訓

m)
か
ら
み
て
、

後
の
位
で
あ
る
。
位
の
初
形
は
立
で
、
こ
れ
が
「
位
」
の
義
で
秦
代
ま
で

用
い
ら
れ
て
い
る
（
注
25)
。

胃
は
も
と
も
と
、
胃
腑
の
象
に
肉
が
添
加
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
字
が

春
秋
期
の
吉
日
剣
に
「
謂
」
の
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
「
胃
腑
」
の

義
と
は
翡
係
が
な
い
の
で
仮
借
字
の
用
法
で
あ
る
。
勿
論
、
「
位
」
の
義

と
も
無
闘
係
で
あ
る
。

立
は
そ
れ
自
憫
で
の
義
を
表
わ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
聞
の
「
胃
」

は
磐
を
表
わ
す
た
め
附
せ
ら
れ
て
い
る
附
腕
の
如
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
磐
を
符
琥
的
に
加
え
る
字
と
し
て
、
卜
文
の
「
鳳
」
が
あ
る
）
従
っ
て
、

蜀
を
、
偏
労
添
加
字
よ
り
焚
化
し
た
形
磐
字
と
同
じ
と
は
や
や
み
な
し
難

い
が
、
全
憫
的
に
み
れ
ば
、
偏
労
立
、
磐
符
胃
と
形
磐
の
結
構
の
み
は
一

応
そ
な
え
て
い
る
の
で
皐
げ
て
お
く
。

以
上
の
如
く
、
少
敷
な
が
ら
、
し
か
も
後
の
形
磐
字
の
よ
う
な
造
字
の

原
理
か
ら
で
は
な
く
、
偏
労
添
加
字
の
右
労
字
が
磐
符
に
な
っ
た
り
、
聟

符
が
そ
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
磐
字
の
結
構
を
そ
な
え
て

い
る
字
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五、ま
と
め
と
し
て
前
単
に
箇
条
的
に
要
約
す
る
と
、

一
、
二
つ
以
上
の
文
字
嬰
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
所
謂
複
憫
文
字
に
は
、
初

期
形
磐
字
や
少
数
の
例
外
を
除
い
て
、

a
會
意
字

b
偏
労
添
加
字

c

形
磐
字
の
ニ
一
種
が
あ
っ
て
、
ほ
ぽ

a
↓
b
↓
C

の
順
に
発
生
し
て
ゆ
く
が
、

中
山
王
器
に
は
、
こ
の
三
種
の
文
字
が
存
在
し
、
特
に

b
の
疫
展
が
著
し

い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

二
、
個
労
添
加
字
が
発
生
す
る
必
要
条
件
と
し
て
、
探
加
以
前
の
字
に

「
多
義
化
」
が
発
生
し
、
そ
の
多
義
性
を
屈
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
朕

況
が
あ
っ
た
。

三
、
偏
労
添
加
字
は
、
そ
れ
自
憫
は
別
字
創
出
で
あ
る
と
と
も
に
、
元
字

と
同
字
で
あ
る
と
の
意
識
が
残
り
、
形
磐
字
の
よ
う
に
「
完
全
」
な
新
字

創
出
の
意
識
が
や
や
薄
か
っ
た
側
面
が
あ
る
。
故
に
、
字
の
多
義
化
が
別

(15) 
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の
方
法
で
止
揚
さ
れ
る
な
ら
ば
、
季
乳
字
か
ら
元
の
字
へ
回
蹄
す
る
可
能

性
も
あ
っ
た
。

四
、
偏
労
添
加
字
の
偏
労
は
、
元
の
字
の
一
義
を
強
化
・
補
助
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
同
時
に
獨
自
の
義
を
も
ち
、
し
か
も
そ
の
義
の
抽
象
性
を
高

め
、
類
性
を
安
定
さ
せ
る
方
向
へ
進
ん
で
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
個
傍
足

や
心
は
、
中
山
王
器
の
文
字
に
お
い
て
、
初
起
の
義
と
、
後
代
の
形
整
字

の
形
符
の
義
と
の
中
間
的
な
義
を
と
っ
て
い
る
。

五
、
中
山
王
器
に
み
え
る
偏
労
は
、
そ
れ
以
前
の
西
周
期
・
列
國
期
金
文

に
も
断
片
的
に
み
ら
れ
る
が
、
王
器
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
全
面
性
と
集

約
性
を
も
っ
て
出
現
し
て
お
り
、
も
は
や
、
偏
労
添
加
の
造
字
法
が
一
般

的
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
。

五
、
偏
労
の
大
部
分
は
後
の
形
磐
字
の
形
符
と
し
て
み
い
だ
さ
れ
る
が
、

子
や
立
の
よ
う
に
後
世
あ
ま
り
発
展
し
な
か
っ
た
も
の
も
存
在
し
た
。

六
、
王
器
に
お
い
て
は
、
形
盤
字
は
少
敷
な
が
ら
狽
生
し
て
来
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
完
全
な
造
字
原
理
を
有
す
る
形
磐
字
は
ま
だ
存
在
し
て
い

な
い
。注

1
、
中
山
王
諸
器
の
銘
文
考
繹
に
は
次
の
よ
う
な
論
文
が
あ
る
。

°
朱
徳
煕
．
袈
錫
圭
『
平
山
中
山
王
墓
銅
器
銘
文
的
初
歩
研
究
』

文
物
」
四
・

1
)

°
張
克
忠
『
中
山
王
墓
青
銅
器
銘
文
簡
繹
』

•1) ，
 

7
 

（
「
故
宮
博
物
院
院
刊
」 （「

°
干
嚢
亮
『
中
山
三
器
銘
文
考
秤
』
（
「
考
古
學
報
」
匹

•
2
)

°
張
政
娘
『
中
山
王
偕
壺
及
鼎
銘
考
秤
』
『
中
山
國
胤
嗣
好
蛮
壺
秤
文
』

（
「
古
文
字
研
究
」
一
）

°
趙
誠
『
《
中
山
壺
》
《
中
山
鼎
》
銘
文
試
繹
』
（
「
古
文
字
研
究
」

一）
°
饒
宗
窟
『
中
山
君
偕
考
略
』
（
「
古
文
字
研
究
」
五
）

°
商
承
詐
『
中
山
王
謡
鼎
•
壺
銘
文
塀
議
』
（
「
古
文
字
研
究
」
七
）

°
黄
盛
章
『
中
山
闊
銘
刻
在
古
文
字
語
言
上
若
干
研
究
』
（
右
に
同
じ
）

2
、
注
1
の
羅
福
願
氏
論
文
。

3

、
孫
稚
雛
『
中
山
王
偕
鼎
•
壺
的
年
代
史
箕
及
其
意
義
』
（
「
古
文
字

研
究
」
一
）

4

、
以
下
用
い
る
卜
文
•
金
文
の
字
形
は
、
結
構
を
考
慮
し
て
隷
秤
し
た

も
の
で
あ
る
。

5
、
白
川
静
『
説
文
新
義
』
巻
十
二
°

6
、
「
足
」
の
義
は
、
説
文
（
巻
二
下
）
の
説
解
「
乍
行
乍
止
」
か
ら
み

る
に
、
「
足
の
一
般
的
動
作
」
を
表
わ
す
よ
う
で
あ
る
。

7
、
歴
代
の
「
會
意
説
」
を
集
め
た
も
の
に
、
陣
光
政
氏
の
『
歴
代
會
意

説
浅
説
』
（
「
中
華
學
苑
」

20)
が
あ
る
。
會
意
字
の
定
義
に
異
説

が
多
い
の
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
複
憫
の
字
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
輩
憫
字
が
結
合
し
て
初
め
て
新
た
な
義
を
生
じ
る
表
意
字
で
あ
る

と
し
て
お
く
。

•2 °
羅
福
願
『
中
山
王
砥
鼎
壺
銘
文
小
考
』

(
「
故
宮
博
物
院
院
刊
」
匹

(16) 
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8
、
追
は
説
文
（
巻
二
下
）
足
部
に
あ
り
、
「
以
足
自
盤
」
の
説
解
か
ら
、

わ
か
る
よ
う
に
形
盤
字
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

9
、
注
七
の
陣
光
氏
論
文
参
照
。
象
形
・
指
事
・
会
意
の
界
限
に
問
題
が

あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
全
て
表
意
字
で
あ
る
こ
と
に
原
因
す
る
。

10
、
『
史
記
』
（
燕
召
公
世
家
）
。
な
お
『
戦
国
策
』
や
『
韓
非
子
』
に

も
み
え
「
噌
」
に
作
る
。

11
、
文
字
の
多
義
化
を
止
揚
す
る
も
の
と
し
て
「
連
文
」
が
あ
る
。
湯
浅

廉
孫
『
初
學
漠
文
解
秤
に
於
け
る
連
文
の
利
用
』
に
詳
し
い
。

12
、
史
腺
盤
は
一
九
七
六
年
に
映
西
扶
風
縣
で
狽
見
さ
れ
た
も
の
。
唐
闇

氏
の
『
略
論
西
周
微
史
家
蔵
銅
器
的
重
要
意
義
』
（
「
文
物
」
⑱
・

3
)
に
よ
れ
ば
、
共
王
期
の
も
の
と
さ
れ
る
。

13
、
『
説
文
新
義
』
巻
一

0
。

14
、
説
文
（
巻
三
上
）
の
乎
部
に
童
は
「
男
有
皐
曰
奴
、
奴
日
童
、
女
曰

妾
」
と
あ
り
、
こ
の
字
の
原
義
で
説
解
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
字
形

に
つ
い
て
は
「
以
乎
重
省
竪
」
と
い
い
、
金
文
の
字
形
と
合
わ
な
い
。

15
、
『
金
文
通
繹
』

150

16
、
卜
文
で
は
「
文
」
（
京
津
二
八
三
七
）
の
中
心
に
心
が
書
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
殷
周
期
金
文
で
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
つ
い

て
は
、
白
川
静
氏
『
繹
文
』
（
「
甲
骨
金
文
學
論
叢
」
一
）
に
詳
し

い
。
な
お
、
子
省
吾
氏
の
『
甲
骨
文
字
繹
林
』
に
、
卜
文
の
「

g」

の
字
を
心
と
秤
す
る
が
、
明
ら
か
に
無
理
で
あ
る
。

17
、
聞
一
多
氏
『
秤
省
省
』
に
用
義
を
分
類
し
て
詳
し
い
。
た
だ
氏
が
「

が
・
欲
・
瑚
」
を
同
字
と
す
る
の
は
い
さ
さ
か
問
題
が
残
る
。

18
、
「
甲
骨
學
」
一
°

19
、
近
年
出
土
の
師
薪
鼎
に
「
東
余
小
子
肇
盟
先
生
徳
」
と
あ
り
、
東
に

「
た
す
け
る
」
の
義
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

20
、
説
文
（
巻
一
―
―
上
）
に
は
「
大
版
也
、
所
以
飾
縣
鐘
鼓
、
捷
業
如
堅
倣
、

以
白
蓋
之
、
象
錐
録
相
承
也
」
と
あ
る
。
大
堅
で
あ
る
と
の
説
は
『

説
文
新
義
』
（
巻
三
）
。

21
、
卜
文
の
「
形
盤
字
」
と
し
て
、
李
孝
定
氏
は
『
中
巖
文
字
的
原
始
輿

演
焚
』
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
」

4
5
|
2
)
で
三
三

四
字
を
あ
げ
、
卜
文
縮
敷
の
二
七
・
ニ
四
％
で
あ
る
と
す
る
。
し
か

し
そ
の
根
披
は
不
明
で
あ
り
、
多
分
、
卜
文
の
字
形
を
そ
の
ま
ま
隷

定
し
、
そ
の
中
漠
以
降
の
形
磐
字
と
同
形
の
字
を
摘
出
し
た
よ
う
で

あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

22
、
『
阜
陽
漠
簡
《
詩
鰐
》
』
（
「
文
物
」

8
4
.
8
)
S
O
四
九
。
な
お
、

『
玉
篇
』
（
巻
四
）
の
頁
部
に
、
願
の
同
字
と
し
て
「
顆
」
が
載
る
。

漠
代
の
碑
文
の
願
も
「
顎
」
に
作
る
も
の
が
多
い
。

23
、
卜
文
の
沈
は
、
川
水
中
に
方
を
沈
め
る
象
で
、
會
意
字
で
あ
る
。

24
、
馬
宗
霜
『
説
文
解
字
引
詩
考
』
（
巻
三
）
。

25
、
秦
の
『
泰
山
碑
』
に
「
皇
帝
臨
立
」
と
あ
る
。

（
附
記
）
従
来
「
右
文
説
」
と
呼
ば
れ
る
説
が
あ
り
、
形
磐
字
の
右
労
（

磐
符
）
が
共
通
す
る
字
は
共
通
義
を
有
す
る
と
す
る
も
の
で
、
主
に
音

義
説
を
主
張
す
る
學
者
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
。
そ
の
研
究
の
成
果
は
、

沈
兼
士
氏
の
『
右
文
説
在
訓
話
學
上
之
沿
革
及
其
推
岡
』
（
「
疫
祝
祭

元
培
先
生
六
十
五
歳
論
文
集
」
下
冊
）
や
黄
永
武
の
『
形
磐
多
兼
會
意

C 17) 
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考
』
（
「
國
立
豪
醗
師
範
大
學
國
文
研
究
集
刊
」

9
)
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。
特
に
後
者
は
、
右
労
共
通
に
し
て
同
義
・
近
義
の
字
を
多
く

集
め
、
一
大
結
集
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
学

者
は
、
卜
文
•
金
文
に
そ
の
證
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
因
っ
て
「
偏
労

添
加
字
」
と
し
て
の
右
労
の
義
の
共
通
性
に
そ
の
源
泉
を
さ
ぐ
る
こ
と

は
行
っ
て
い
な
い
。

•••••••• 

訃
1
、
仁
に
率
は
ざ
る
な
し
。

2
、
道
に
順
は
ざ
る
な
し
。

3
、
一
二
世
に
及

ゆ
る

ぶ
も
諾
さ
ざ
る
な
し
。

4
、
邦
ほ
ろ
び
て
身
死
す
。

5
、
こ
れ
義
長
ず
べ

し。

6
、
長
じ
て
人
宗
と
な
る
。

7
、
少
子
に
つ
か
ふ
る
こ
と
長
（
に
す

る
）
が
如
く
す
。

8
、
よ
は
い
、
會
同
に
長
ず
。

9
、
い
に
し
へ
の
聖
王
。

10
、
燕
の
故
の
君
、
子
檜
。

11
、
故
に
解
魯
敬
し
む
。

12
、
癸
末
卜
し
て

賓
貞
ふ
、
畢
を
し
て
往
き
て
光
を
追
は
し
め
ん
か
。

13
、
・
・
・
受
け
其
れ
方

を
追
ひ
…
。

14
、
王
我
に
命
じ
て
西
に
梵
追
せ
し
む
。

15
、
方
に
背
す
。

16
、
古
に
蒋
す
。

17
、
癸
示
に
蒋
し
祭
る
。

18
、
風
に
あ
ふ
。

19
、
雨
に

あ
ふ
。

20
、
す
み
や
か
に
蕨
の
土
よ
り
・
・
・
遷
せ
よ
。

21
、
答
の
自
よ
り
遣

は
さ
る
。

22
、
師
に
、
率
征
し
て
五
よ
り
と
れ
る
貝
を
賜
ふ
。

23
、
そ
れ

萬
年
永
く
賓
用
せ
よ
。

24
、
威
儀
遊
々
た
り
。

25
、
察
子
芳
自
ら
會
囮
を

作
る
。

26
、
自
ら
會
鼎
を
作
る
。

27
、
先
に
平
陰
に
會
す
。

28
、
百
姓
を

和
會
す
。

29
、
8
に
同
じ
。

30
、
そ
の
會
す
る
や
林
の
如
し
。

31
、
賠
會

を
作
る
。

32
、
10
に
同
じ
。

33
、
6
に
同
じ
。

34
、
7
に
同
じ
。

35
、
8

に
同
じ
。

36
、
5
に
同
じ
。

37
、
文
武
の
長
き
い
さ
を
し
。

38
、
長
城
に

入
る
。

39
、
中
を
立
つ
。

40
、
人
を
立
つ
。

41
、
中
廷
に
立
つ
。

42
、
位

に
つ
<
0
4
3
、
わ
が
位
。

44
、
位
に
在
り
。

45
、
事
に
の
ぞ
む
の
歳
。

46
、

封
弧
を
創
闘
す
。

47
、
槻
々
□
な
ら
ず
。

48
、
語
痰
せ
ざ
ら
ん
や
。

49
、

謀
人
幼
童
に
し
て
未
だ
知
に
通
ぜ
ず
。

50
、
死
め
て
動
ぜ
し
む
る
な
か
れ
。

余
一
人
位
に
在
り
。

51
、
金
踵
。

52
、
5
に
同
じ
。

53
、
紡
ぐ
こ
と
を
宗

に
作
す
。

54
、
徳
純
を
敬
□
す
。

55
、
先
王
の
命
を
咽
茫
す
。

56
、
つ
ね

に
そ
の
聖
保
な
る
祖
師
華
父
を
念
ふ
。

57
、
四
方
を
続
綬
す
。

58
、
余
な

と

ん
ぢ
の
先
祖
に
の
っ
と
る
。

59
、
徳
を
東
る
こ
と
恭
純
。

60
、
わ
れ
も
っ

て
純
魯
を
も
と
む
。

61
、
わ
が
文
考
の
甲
公
、
文
母
の
曰
庚
、
淑
休
に
し

て
、
常
に
な
ん
ぢ
の
子
式
の
心
を
安
ん
じ
永
く
宕
し
、
安
ん
じ
て
永
く
求

の
身
に
製

V
o
62
、
終
に
用
て
徳
を
造
し
多
祐
霰
ん
ず
。

63
、
今
我
佳
れ
、

刑
稟
に
文
王
の
正
徳
に
即
<
0
6
4
、
王
の
庚
徳
に
し
た
が
ふ
0
6
5
、
天
命

に
恵
□
す
。

66
、
威
儀
に
淑
し
く
、
明
祀
に
つ
つ
し
む
。

67
、
政
徳
に
つ

つ
し
む
。

68
、
慈
孝
に
し
て
遠
忍
。

69
、
夙
夕
を
つ
つ
し
む
。

70
、
な
ん

ぢ
の
心
を
つ
つ
し
め
。

71
、
夷
敢
て
瞥
戒
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。

72
、
つ
つ

し
み
て
天
徳
に
順
ふ
。

73
、
厳
敬
に
し
て
敢
て
怠
荒
せ
ず
。

74
、
以
て
嗣

王
を
い
ま
し
む
。

75
、
こ
れ
司
馬
貯
訴
諮
と
し
て
戦
怒
す
。

76
、
戦
戦
業

業
と
し
て
社
級
の
光
を
隕
す
を
恐
る
。

77
、
兵
銅
を
戦
役
す
。

78
、
そ
の

業
つ
つ
し
む
。

79
、
以
て
内
に
昭
公
の
業
を
断
つ
。

80
、
燕
CE
職
武
の
業

の
銚
剣
を
作
る
。

81
、
爾
の
邦
を
忘
る
る
な
か
れ
。

82
、
76
に
同
じ
。

83
、

丞
祀
を
つ
つ
し
む
。

84
、
以
て
邦
家
を
製
房
す
。

85
、
大
に
し
て
陣
（
ほ

し
い
ま
ま
に
）
す
る
な
か
れ
。

86
、
融
か
に
事
ふ
る
に
智
に
（
す
る
が
）

如
く
す
。

87
、
68
に
同
じ
。

88
、
富
み
て
騎
る
な
か
れ
。

89
、
こ
れ
偲
俯

に
そ
れ
従
ふ
。

90
、
願
愛
深
け
れ
ば
賢
人
親
し
む
。

91
、
々
洲
々
た
り
。

(18) 
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92
、
採
々
と
し
て
梯
を
流
す
。

93
、
社
破
の
任
を
知
ら
し
む
。
9
4
、
む
か

し
わ
が
先
祖
桓
王
。

95
、
先
王
の
祭
祀
を
乏
し
く
す
。

96
、
こ
れ
逆
は
禍

を
生
ず
。

97
、
謀
慮
皆
従
ふ
。

98
、
天
そ
の
願
ひ
あ
る
を
す
て
ず
。
9
9
、

く
ら

貯
、
士
大
夫
を
従
え
ん
こ
と
を
願
ふ
。

u
‘
汝
、
謀
り
て
昏
き
こ
と
あ
ら

ー

ず。

101
、
射
儀
の
屋
。
1
0
2
賜
物
。
義
不
明
。
楯
か
。

103
、
黒
き
銘
か
。
1
0
4
、

四
駐
坊
々
た
り
。
1
0
5
、
今
余
ま
さ
に
壮
な
り
。
1
0
6
、
敷
百
里
乎
方
。

107
、

4
9
に
同
じ
0
0
8＼
幽
充
0
0
9＼
亡
父
の
名
。

10”
、
つ
ひ
に
君
臣
の
位
を
定

む
。
（
い
ち
い
ち
注
記
し
て
い
な
い
が
、
中
山
王
器
銘
文
の
訓
誼
は
、
張

政
娘
氏
の
前
掲
論
文
に
、
金
文
の
訓
誼
は
白
川
静
氏
『
金
文
通
繹
』
に
負

う
慮
が
多
い
）
。

(19) 


